
2023年度第1回理事会議事録 

                    一般社団法人 栃木県バスケットボール協会 

 １．招集年月日   令和5年5月1日 

２．開催日時及び場所 

（１）開催日時   令和5年5月23日火曜日午後６時半 

（２）開催場所   文星芸大附属高校総合研修センター 

３．理事・監事数及び出席理事・監事数 

（１）理事数    28人、特任理事数    2人 

（２）出席理事数  15人 

出席特任理事数  1人 

４．出席理事の氏名  

   小曽戸和彦、片桐晃、鎌田眞吾、鈴木克美、直井秀幸、渡邊諭、藤本光正、下島健一、阿久

津宏一、大平幸造、小林幹央、山田将樹、菊地宜秀、齋藤宣子、佐藤圭一 
５．出席特任理事の氏名  

   高橋哲夫 

 ６．報告事項 

 （１）活動報告 

    ①U12 令和5年度U12カテゴリー部会役員、U12カテゴリー部会内規の策定、U12カテゴリ

ー部会組織図、U12カテゴリー部会年間行事予定、令和5年度前期トップリーグ戦につ

いて（U12阿久津部会長） 

    ②U15 前期リーグ戦について（U15山田理事） 

③U18 関東高校栃木県予選会の結果、関東高校大会組み合わせについて（U18下島理事代

理） 

④社会人連盟 オープントーナメント結果、オープンリーグ大会について（社会人連盟副

理事長・競技委員長菊地理事） 

    ⑤大学 関東大学選手権大会結果について（専務理事） 

⑥3x3 関東ジュニアカップ、FIBA3x3ワールドツアーオープナー、本市代表3x3小学生チ

ームのスイス派遣事業について（3x3委員会菊地委員長、専務理事） 

⑦車いす 本県栃木レイカーズ所属大森亜紀子選手の2023IWBF世界選手権女子日本代表 

選出について（専務理事） 

    ⑧TO 委員会 B級ライセンス取得について、TO インストラクター候補者として山中元氏を推薦

し 

JBA 研修へ派遣することになった。（小林 TO 委員会委員長） 

⑨BREX 現在の状況報告（山田理事） 

    ⑩JBA関係（専務理事） 

    ・大会時における参加資格確認徹底について 

    ・スポーツ活動時における熱中症事故の防止について 

    ・日本代表国際強化試合（高崎開催）特別チケット販売について 

    ・FIBAバスケットボールワールドカップ2023チケットの案内について 

    ・FIBAバスケットボールワールドカップ2023法人向け寄付プログラムのご案内について 

    ・FIBAバスケットボールワールドカップ2023周知活動について 

    ⑪スポンサーシップ委員会の新設について（片桐副会長） 

 ７．審議事項 

  第一号議案 R5年度定時代議員総会について 

  第二号議案 R5年度事業計画について 

  第三号議案 JBA関係 

       ・コンプライアンス委員会関連について 

       ・今後の新型コロナ感染症対策について 

 



 ８．議長の氏名 

  小曽戸和彦（会長） 

９．議事経過の要領及びその結果 

 
会長小曽戸和彦から、本日の理事会は定足数を満たしているので適法に成立する旨告げた

のち、会長小曽戸和彦が議長となり審議に入った。 
議長により、定款第30条第2項の規定により次の者を議事録署名人に選任したい旨を述べ、

議場に諮ったところ全ての理事の一致をもって次の者が議事録署名人に選出された。 
議事録署名人  小林 幹央 

    同     大平 幸造 
 
第一号議案  
 専務理事より説明。 
（内容）今年度の定時代議員総会を6月24日（土）10:00よりTKCいちごアリーナ大会議室に

て執り行いたい。資料等については協会事務局と総務部で作成し、6月の理事会にて承認を

いただく旨の説明がある。 
これを議場に諮ったところ、満場異議なく原案通り可決決定した。 

第二号議案 
 専務理事より説明 
（内容）R5年度事業計画について説明がある。 
    これを議場に諮ったところ、満場異議なく原案通り可決決定した。 
第三号議案 
 専務理事より説明 
（内容）①コンプライアンス委員会関連について・・・1月に開催された全国専務理事会議

にて配布された「適正な懲罰手続きのために」（弁護士 合田雄治郎）の資料を基に説明が

ある。 
    ア、県内でコンプライアンスに関する問題が起こった場合には、この資料にある通

り適正な手順をふんで各手続きを行うこと。 
    イ、県の「規律委員会・裁定委員会」案件はもちろんだが、その他の案件について

も必ず専務理事に文書にて報告をすること。 
    ウ、「規律委員会・裁定委員会」にて適正な手続きを実施するため、今後は弁護士

との契約を進めたい。 
    ②新型コロナ感染症対策について・・・新型コロナ感染症が第5類に分類されたの

を受け、本県で開催される各種大会においては、JBAから示された【「5類感染症」

位置づけ変更後の基本的な感染対策について】を順守していくこととする。ただ

し、今後感染症の拡大や、その他上位団体からの新たな指示があった際には再度

検討することとする。 
    これを議場に諮ったところ、満場異議なく原案通り可決決定した。 

  
10．その他 
   専務理事より次回理事会について、6月20日（火）に開催する旨報告がある。主な内容は「国

体選手選考（案）」および「定時代議員総会」について 
 

以上ですべての議案の審議を終了したので、午後7時35分に閉会した。 

 

以上の議事のてん末を記録し、これを証するため署名押印する。 

  

 

 

 




